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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊戯機に取り付けられ、遊戯内容を制御する複数の電子部品を備えた回路基板を保護す
る回路基板ケースであって、
　前記回路基板を支持すると共に、対向する一対の辺の各々にレール部を有し、他の対向
する一対の辺の一方にストッパ部を有し、かつ他方が開放された本体ベースと、
　前記本体ベースのレール部の各々に収容可能でかつ該レール部の各々に対してスライド
可能な案内部、及び前記ストッパ部に当接される先端部を備え、前記案内部を本体ベース
の開放された部分からスライドさせて前記レール部に収容し、かつ前記先端部を前記スト
ッパ部に当接した状態で、前記回路基板の前記本体ベースによる支持面とは反対側の面を
所定の空間をもって被覆して前記回路基板を保護する装着状態と、前記回路基板の被覆を
解除した被覆解除状態とをとり得る本体カバーと、
　前記装着状態で、前記本体ベースの前記ストッパ部と対向する部分と、前記本体カバー
の前記先端部と対向する部分とを固定することにより前記本体ベースと前記本体カバーと
を固定する固定手段と、を有し、
　前記固定手段による固定位置を複数箇所設け、前記本体カバーの前記回路基板の被覆解
除の度に、前記固定手段による固定箇所を切除して順次新しい固定箇所で再固定すること
を特徴とした回路基板ケース。
【請求項２】
　前記本体カバーを、第１の切欠部を有する小窓が一部に形成された部分と、前記第１の
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切欠部に嵌り合う第２の切欠部が形成され、かつ前記小窓を開閉する小カバーとで構成し
、前記第１の切欠部と前記第２の切欠部とを嵌め合わせて前記小カバーで前記小窓を閉塞
した状態で、前記固定手段により前記小カバーを前記本体ベースの前記ストッパ部と対向
する部分に固定することにより、前記本体カバーと前記本体ベースとを固定した請求項１
記載の回路基板ケース。
【請求項３】
　前記複数の固定位置を近接配置したことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の回
路基板ケース。
【請求項４】
　前記回路基板を前記本体カバーに固定したことを特徴とする請求項１乃至請求項３の何
れか１項記載の回路基板ケース。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遊戯機に取り付けられ、遊戯内容を電子制御する複数の電子部品を備えた回路
基板を保護する回路基板ケースに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、パチンコ等の遊戯機では、電子制御によって特別な遊戯価値を得ることができ
るようになっている。この電子制御のためのハードウェアである中央処理装置（以下、Ｃ
ＰＵという）や記憶素子（以下、ＲＯＭという）等が搭載された基板は、他の導電部品等
と共に、外部との接触や衝撃等から保護するために保護カバーによって被覆されている。
【０００３】
保護カバーは合成樹脂製のケースであり、本体ベースと本体カバーによって構成されてい
る。基板の全体の検査等が必要な場合にはケースの係合部を開放するようになっている。
【０００４】
なお、本体カバーには、予め開閉可能な小窓が設けられ、ＲＯＭの検査や取り替えの場合
に、この小窓の開放のみで作業可能な構造をとっているものもある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、本体カバーと本体ベースとを着脱可能としておくと、不正な改造が行われ
る可能性があり、現状では、本体カバーと本体ベースとを強固に固着しておくしかなかっ
た。従って、上記検査等の際には、この固着部を破壊し、新たな本体カバーと本体ベース
とに交換せざるを得ない場合もあった。
【０００６】
本発明は上記事実を考慮して、基板の不正な改造を防止すると共に、検査時に開放される
本体ベースと本体カバーとを複数回、緊密に閉塞することができる回路基板ケースを提供
することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、遊戯機に取り付けられ、遊戯内容を制御する複数の電子部品
を備えた回路基板を保護する回路基板ケースであって、前記回路基板を支持すると共に、
対向する一対の辺の各々にレール部を有し、他の対向する一対の辺の一方にストッパ部を
有し、かつ他方が開放された本体ベースと、前記本体ベースのレール部の各々に収容可能
でかつ該レール部の各々に対してスライド可能な案内部、及び前記ストッパ部に当接され
る先端部を備え、前記案内部を本体ベースの開放された部分からスライドさせて前記レー
ル部に収容し、かつ前記先端部を前記ストッパ部に当接した状態で、前記回路基板の前記
本体ベースによる支持面とは反対側の面を所定の空間をもって被覆して前記回路基板を保
護する装着状態と、前記回路基板の被覆を解除した被覆解除状態とをとり得る本体カバー
と、前記装着状態で、前記本体ベースの前記ストッパ部と対向する部分と、前記本体カバ
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ーの前記先端部と対向する部分とを固定することにより前記本体ベースと前記本体カバー
とを固定する固定手段と、を有し、前記固定手段による固定位置を複数箇所設け、前記本
体カバーの前記回路基板の被覆解除の度に、前記固定手段による固定箇所を切除して順次
新しい固定箇所で再固定することを特徴としている。
【０００８】
請求項１に記載の発明によれば、遊戯機には遊戯内容を電子的に制御する回路基板が遊戯
機の裏面に取り付けられている。この回路基板にはＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等のＩＣチッ
プを含む数多くの電子部品が備えられており、特にＲＯＭ等のＩＣチップを取り替えるこ
とによって、特別な遊戯価値となる確率を変更することができる。このため、回路基板を
ケースに収容することによって、回路基板上の電子部品を外部との接触から保護すると共
に、不正なＲＯＭ等のＩＣチップの取り替えを防止している。
【０００９】
回路基板ケースは、本体ベースと本体カバーによって構成されており、回路基板は本体ベ
ースに支持され、かつ本体カバーで被覆され、保護される。
【００１０】
ところで、本体カバーは、本体ベースに対して、前記回路基板を被覆を解除する被覆解除
位置と、回路基板を保護する装着位置とを取り得る構造となっている。
【００１１】
　ここで、本体カバーの装着位置において、固定手段で本体ベースのストッパ部と対向す
る部分と、本体カバーの先端部と対向する部分とを固定することにより本体ベースと本体
カバーとを固定する。
【００１２】
固定手段は不正に固定解除しようとすると、一部又は全部が破損するようになっており、
その痕跡を残すことができる。
【００１３】
一方、本体カバーを被覆解除位置として、回路基板の点検等を行う場合には、固定に使用
された固定手段を切除する。これにより、本体カバーは、装着位置から本体ベースに対し
て被覆解除位置に移行することができる。
【００１４】
検査後は、本体カバーによって再度回路基板を保護するべく、装着位置へ移行し、新しい
固定手段を使用して再固定する。すなわち、本体カバーの装着位置から被覆解除位置への
移行の度に固定手段が減少していくことになる。このため、予め必要な数を用意しておけ
ば、（例えば、３回の開放が必要であれば最低４個の固定手段を予め設定しておく）、不
正な開放を防止でき、必要時には本体カバーを回路基板の被覆解除位置にすることが可能
となる。
【００１５】
　請求項２に記載の発明は、前記請求項１に記載の発明において、前記本体カバーを、第
１の切欠部を有する小窓が一部に形成された部分と、前記第１の切欠部に嵌り合う第２の
切欠部が形成され、かつ前記小窓を開閉する小カバーとで構成し、前記第１の切欠部と前
記第２の切欠部とを嵌め合わせて前記小カバーで前記小窓を閉塞した状態で、前記固定手
段により前記小カバーを前記本体ベースの前記ストッパ部と対向する部分に固定すること
により、前記本体カバーと前記本体ベースとを固定したことを特徴としている。
【００１６】
　請求項２に記載の発明によれば、ＲＯＭの検査のみ行なう場合は本体カバーの一部に設
けられた小カバーを解除し、回路基板全体を検査する場合は本体カバーと本体ベースを解
除するというように、解除する部分が異なり、必要に応じて解除する部分を任意に選択で
き、それぞれの解除痕跡を残すことができる。
【００１７】
請求項３に記載の発明は、前記請求項１又は請求項２に記載の発明において、前記複数の
固定位置を近接配置したことを特徴としている。
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【００１８】
請求項３に記載の発明によれば、複数の固定手段の固定位置を近接配置したので、作業を
行なう上で効率がよい。
【００１９】
　請求項４に記載の発明は、前記請求項１乃至請求項３の何れか１項記載の発明において
、前記回路基板を前記本体カバーに固定したことを特徴としている。
【００２０】
請求項４に記載の発明によれば、本体カバーと本体ベースを解除することにより、回路基
板の裏面（パターン面）の検査も容易に行うことができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
図１には、第１の実施の形態に係るパチンコ遊戯機１０の表面、すなわち遊戯盤面が示さ
れている。この遊戯盤面における円弧状のレール１２で囲まれた領域が遊戯領域であるゲ
ージ部１４とされている。
【００２２】
ゲージ部１４には、全面にわたって複数の釘１６が打ち込まれ（図１では主要な釘１６の
み図示）、レール１２を通って打ち出されたパチンコ玉がこの釘に当たって跳ねたり、釘
１６によって形成される案内路に案内されながら、落下していくようになっている。また
、この釘１６の他、ゲージ部１４に向かって左右対称の位置には、風車１８が取り付けら
れており、パチンコ玉を予期しない方向へ方向転換させるようになっている。
【００２３】
さらに、ゲージ部１４には複数の位置に入賞口２０が設けられ、この入賞口２０にパチン
コ玉が入ることにより、所定数のパチンコ玉が遊戯者に供給されるようになっている。
【００２４】
このようなゲージ部１４は、ほぼ左右対称形とされており、この中央部には電動役物ユニ
ット２２が配置され、その表示部２４が露出されている。この表示部２４の下方には、電
動役物ユニット２２を始動するための始動入賞口２６が設けられている。
【００２５】
始動入賞口２６のさらに下方には、大入賞口２８が配置され、前記電動役物ユニット２２
での所謂当たりの表示の状態で所定時間開放され、大量のパチンコ玉を入賞させることが
できる構成となっている。
【００２６】
図２には、パチンコ遊戯機１０の遊戯盤面に配置されている電動役物ユニット２２の表示
部２４の拡大図が示されている。
【００２７】
電動役物ユニット２２の表示部２４は、２×３のマトリクス、すなわち６個の図柄表示面
２５によって構成されている。
【００２８】
この図柄表示面２５に表示される図柄は、表示される順が予め定められており、後述する
回路基板３０上に取り付けられた複数の電子部品によって制御されるようになっている。
例えば、横一列に同一の絵柄（例えば、（７、７、７））が並ぶことにより、大当たりと
なる。
【００２９】
また、図３には本実施の形態に係るパチンコ遊戯機１０の裏面の概略図が示されている。
【００３０】
パチンコ遊戯機１０の裏面の中央左側には回路基板３０が収容された回路基板ケース３２
が取り付けられている。なお、回路基板ケース３２におけるパチンコ遊戯機１０への取付
状態で上部となる向きを矢印Ａで示し、他の図面においてはこの矢印Ａによって向きを明
確とした。
【００３１】
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回路基板ケース３２は、コネクタ部４４が右側（中央近傍）に位置するように取り付けら
れている。コネクタ部４４は回路基板ケース３２の外部に露出するようになっているが、
この回路基板ケース３２の成形当初は、コネクタ部４４に対応する部分は全て閉塞されて
いる。
【００３２】
回路基板の機種が決まった時点でコネクタ部４４の位置を認識し、この部分に対応する箇
所のみ後加工するようになっている。すなわち、後述する本体カバー３２Ｂには、コネク
タ部４４と対応する可能性のある位置に薄肉成形部４６が設けられ、これにより、後加工
時の貫通作業が容易となる。コネクタ部４４は、機種によってコネクタ部４４の位置が異
なる場合があるためである。この結果、不要部分（コネクタ部４４の取付部であって、取
付けられていない部分）は、前記薄肉成形部４６によって閉塞が保たれることになる。
【００３３】
図４に示されるように、回路基板３０は長方形の基板上にＣＰＵ５２、ＲＯＭ４２、ＲＡ
Ｍ等のＩＣチップを含む複数の電子部品が取り付けられており、これらの電子部品によっ
てパチンコ遊戯機１０の遊戯盤面に配置されている電動役物ユニット２２等が制御される
ようになっている。この回路基板３０は、他の導電部品等との接触や衝撃等から保護する
ため、製造時に回路基板ケース３２によって被覆されるようになっている。
【００３４】
図５乃至図８には、本実施の形態に係る回路基板ケース３２が示されている。
【００３５】
回路基板ケース３２は合成樹脂製の透明の固いケースが使用されており、回路基板３０を
支持する本体ベース３２Ａと、回路基板３０を被覆する本体カバー３２Ｂによって構成さ
れている。
【００３６】
前記回路基板３０は、本体カバー３２Ｂの開口端近傍に2 ヶ所をねじ止めされることによ
って固定されている。この状態では、回路基板３０の表面（電子部品が配列された面）が
本体カバー３２Ｂによって所定の空間をあけて被覆される。
【００３７】
一方、回路基板３０の裏面は本体ベース３２Ａによって被覆されるようになっている。
【００３８】
すなわち、本体ベース３２Ａの一対の短辺には、略コ字型のレール部３３が形成されてい
る。このレール部３３の内幅寸法ＢＷ（図６参照）は、本体カバー３２Ｂの開口端の短辺
に形成された案内部３５の高さ寸法ＣＷ（図６参照）に対して、ほぼ同一の寸法とされて
いる。但し、案内部３５がレール部３３の案内溝に収容され、スライド可能な寸法公差（
ΔＷ）を有している（ＢＷ＝ＣＷ＋ΔＷ）。
【００３９】
ここで、本体ベース３２Ａの長辺側の一方は開放されており、他方はストッパ部３７が形
成されている。これにより、本体カバー３２Ｂと本体ベース３２Ａとが分離されている状
態（被覆解除位置）から、本体カバー３２Ｂを前記本体ベース３２Ａの長辺側の一方に対
向させ（図１２参照）、案内部３５をレール部３３に収容して（図１３参照）、本体カバ
ー３２Ｂの先端部が本体ベース３２Ａのストッパ部３７に当接するまでスライド挿入する
ことにより、本体カバー３２Ｂが回路基板３０を挟んで本体ベース３２Ａに対して重ね合
わされて装着位置とすることができる。
【００４０】
回路基板ケース３２は、透明であることによって回路基板ケース３２内に収容されている
回路基板３０を回路基板ケース３２から取り外すことなく目視することができるようにな
っている。これにより、回路基板３０上に取り付けられている電子部品の異常等を回路基
板ケース３２に収容したままの状態で簡単に外観検査を行うことができる。また、本体カ
バー３２Ｂの側面には、複数の円孔６２が設けられ、通風孔としての役目を有している。
この円孔６２は、側面に限られ、かつその径寸法は２ｍｍ以下とされている。これにより
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、この円孔６２から針金やピンセット等の電子部品を操作可能な工具が侵入できないよう
になっている。なお、径寸法が２ｍｍ以下の針金やピアノ線等は、その剛性が低いため、
小さい抵抗力で屈曲したり撓んだりして使い物にならない。また、側面のみに円孔６２が
設けられているため、直線的に目的の位置に到達することができない構造となっている。
【００４１】
本体カバー３２Ｂには、その側面と天井面とに跨がるように開口窓部６０が設けられてい
る。
【００４２】
この開口窓部６０には、小カバー６４が着脱可能に取付けられており、開口窓部６０を閉
塞状態としている。
【００４３】
小カバー６４は平板を略Ｌ字型に屈曲させた形状となっている。この小カバー６４の天井
部に対応する面の先端には、第１のくし型切欠部６６が一体形成されている。この第１の
くし型切欠部６６に対応して、本体カバー３２Ｂの天井部における開口窓部６０の周縁か
つ本体カバー３２Ｂの内側面には、第２のくし型切欠部６８がカバー内側に突出するよう
に形成されている。これら第１及び第２のくし型切欠部６６、６８の凹凸は互い違いとさ
れており、互いに緊密に嵌まり合うようになっている。また、第２のくし型切欠部６８の
下面（本体カバー３２Ｂの内側面）側には、薄肉プレート７０（図６参照）が一体成形（
或いは貼付け）されている。また、第２のくし型切欠部６８の奥側約半分には、本体カバ
ー３２Ｂの肉厚に対して薄肉とされている。この奥側に対応する第１のくし型切欠部６６
の先端部には、基部側の厚肉部６６Ａに対応して薄肉部６６Ｂが形成されている。
【００４４】
ここで、第１のくし型切欠部６６が第２のくし型切欠部６８と嵌まり合っている場合には
、第１のくし型切欠部６６の薄肉部６６Ｂが第２のくし型切欠部６８の奥側で重なり、薄
肉プレート７０の真上に厚肉部６６Ａが位置することになり、本体カバー３２Ｂの外側面
と小カバー６４の外側面とは面一となる。
【００４５】
一方、小カバー６４の幅方向（長辺方向）両端部には、全辺に亘って長溝７２が形成され
ている。これに対応して、開口窓部６０の天井部に対応する面の幅方向両端部には、互い
に対向するように前記長溝７２の幅寸法とほぼ一致する肉厚寸法の突部７４が形成されて
いる。
【００４６】
このため、小カバー６４は、その天井部を本体カバー３２Ｂの天井部の高さに一致させて
突部７４の端部を長溝７２に収容し、スライド移動させることによって、前記第１及び第
２のくし型切欠部６６、６８を嵌め合わせることができる。
【００４７】
ここで、この長溝７２と突部７４とは、本体カバー３２Ｂの平面視で互い違いとなってい
るため、この平面視の上下方向に連続する開口をなくしている。また、小カバー６４がほ
ぼ開口窓部６０を閉塞した状態で、薄肉プレート７０が、第１及び第２のくし型切欠部６
６、６８間の隙間に位置するため、この第１及び第２のくし型切欠部６６、６８の隙間で
も本体カバー３２Ｂの平面視の上下方向に連続する開口をなくしている。
【００４８】
なお、開口窓部６０の側面に対応する周縁には、互いに対向するように突部７６が形成さ
れ、小カバー６４のスライド移動時のストッパの役目を有すると共に、本体カバー３２Ｂ
の平面視で横方向の連続する開口をなくしている。
【００４９】
図７乃至図９に示される如く、小カバー６４の本体ベース３２Ａに向けられた端部（以下
、下端部という）並びに本体カバ－３２Ｂから本体ベース３２Ａ方向に延長されたブラケ
ット３９には、固定手段の一部を構成する第１の筒体ユニット１００が一体成形されてい
る。なお、このブラケット３９は、本体カバー３２Ｂに固着された状態となっているが、
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一体成形してもよいことは言うまでもない。
【００５０】
これらの第１の筒体ユニット１００は、同一構造であるため、本体カバー３２Ｂに設けら
れた第１の筒体ユニット１００を例にとり説明し、小カバー６４に設けられた第１の筒体
ユニット１００の説明は省略する。
【００５１】
この第１の筒体ユニット１００は、本体カバー３２Ｂ側に４個の円筒部材１０２、小カバ
ー６４側には８個の円筒部材１０２で構成となっている。
【００５２】
この円筒部材１０２は、前記ブラケット３９の下端部の辺に沿って並設されている。これ
らの円筒部材１０２は、ブラケット３９の下端部に主連結片１０４によってそれぞれ連結
されている。また、円筒部材１０２同士は副連結片１０６によって連結されている。
【００５３】
図１０に示される如く、円筒部材１０２の内部には、スクリュードライバー１０６と嵌合
する頭部の溝がプラス溝１０８とされたビス１１０が収容されている。このビス１１０に
は、先端から軸方向の中間部まで雄ねじ１１２が形成され、かつこの雄ねじ１１２の基部
にはリング状の溝１１４が形成されている。ここで、このビス１１０が収容された状態で
、円筒部材１０２の開口には、前記プラス溝１０８と対応するプラス型貫通孔１１６が設
けられた閉止蓋１１８が取付けられている。なお、この閉止蓋１１８は、円筒部材１０２
の配列ピッチと同ピッチで連結片１１９によって連結され、４個の円筒部材１０２の開口
が同時に閉止される構造となっている。
【００５４】
一方、この本体カバー３２Ｂが本体ベース３２Ａに重ね合わされて装着位置とされた状態
で、前記各円筒部材１０２と同軸となる位置、すなわち、本体ベース３２Ａの下面には、
この第１の筒体ユニット１００と共に係合部材を構成する第２の筒体ユニット１２０が一
体成形されている。
【００５５】
第２の筒体ユニット１２０は、１個の大きな直方体形状のブロック１２２で周囲が被覆さ
れており、このブロック１２２の一面に長手方向に沿って、４個の円孔１２４が形成され
ている。なお、この円孔１２４を形成する円筒体の一部がブロック１２２の下面から突出
され円弧形状１２２Ａを形成している。
【００５６】
各円孔１２４の配列ピッチは、前記第１の筒体ユニット１００の円筒部材１０２の配列ピ
ッチと同一とされている。
【００５７】
円孔１２４の内周面には、ビス１１０が螺合されるようになっている。なお、ビス１１０
の螺合前の円孔１２４の内周面は単純な円筒である。また、円孔１２４の開口は、４個の
円孔１２４を収容する長孔１２８（図８参照）の底面に位置している。
【００５８】
この長孔１２８の底面には、一方向制限部材としての金属製薄肉状の係合プレート１３０
が載置されている。係合プレート１３０には、４個の円孔１２４のピッチと同ピッチの円
孔１３２が形成されている。
【００５９】
係合プレート１３０の円孔１３２の内側には、軸芯方向に向けて複数の切片１３４が設け
られている。図１１に示される如く、切片１３４の先端部を連続的に結んだときの径寸法
は、前記ビス１１０の径寸法よりも若干小さい。
【００６０】
また、長孔１２８には、合成樹脂製の抑えプレート１３６がはめ込まれ、係合プレート１
３０を所定位置（円孔１２４、１３２同士が同軸となるようにした位置）で挟み込み、固
着されている。
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【００６１】
この抑えプレート１３６には、リング状の突起部１３６Ａ形成され、前記第１の筒体ユニ
ット１００の各円筒部材１０２の端面と緊密に嵌まり合うようになっている。
【００６２】
ここで、第１の筒体ユニット１００の円筒部材１０２に収容されたビス１１０を第２の筒
体ユニット１２０の円孔１２４に押し込みながらねじ込む際、ビス１１０は、前記切片１
３４を進行方向に弾性変形させながら螺合され、締め付け完了時には、切片１３４の先端
部がビス１１０に設けられたリング状の溝１１４に入り込むようになっている。
【００６３】
このため、ビス１１０を螺合解除しようとしても、切片１３４とリング状の溝１１４との
嵌合により、ビス１１０は、抜け出せない構造となっている。
【００６４】
本体カバー３２Ｂと本体ベース３２Ａとの装着位置固定は、前記４個の円筒部材１０２の
内の１個づつを用いて固定する。なお、小カバー６４による開口窓部６０の閉塞時には、
前記８個の円筒部材１０２の内の２個づつを用いて固定する。
【００６５】
ここで、本体カバー３２Ｂは、前記第１の円筒ユニット１００の主連結片１０４と副連結
片１０６をニッパ等で切除することにより、この固定部分を第２の筒体ユニット１２０に
残した状態で取り外すことが可能となっている。なお、主連結片１０４と副連結片１０６
は切除し易い様に、所定の空間（1.5mm 以上）をもってそれぞれ連結されることが望まし
い。
【００６６】
本実施の形態では、本体カバー３２Ｂと本体ベース３２Ａとの固定用として、４個の固定
手段を持ち、１個づつ使用するため、３回の開放と最後の固定が繰り返し可能となる。
【００６７】
ここで、パチンコ遊戯機１０に取り付けられた回路基板ケース３２内に収容されている回
路基板３０は、検査を必要とする場合がある。この場合には、本体カバー３２Ｂと本体ベ
ース３２Ａとを分離する（被覆解除位置へ移行する））必要がある。このような場合に、
前述の如く、固定部分を切除することにより、本体カバー３２Ｂをスライドさせ、本体カ
バー３２Ｂにビス止めした回路基板３０を取り外し、検査を行うことができる。
【００６８】
以下に本実施の形態の作用を説明する。
【００６９】
パチンコ遊戯機１０の遊戯盤面に備えられている電動役物ユニット２２は、複数の電子部
品によって制御される。電子部品にはＣＰＵ５２、ＲＯＭ４２、ＲＡＭのＩＣチップ等が
含まれており、これらはすべて１枚の基板上に取り付けられ、回路基板３０を形成してい
る。
【００７０】
電動役物ユニット２２の表示部２４は、図２に示されるように６個の図柄表示面２５によ
って構成されている。この図柄表示面２５に表示される図柄は、表示順が予め定められて
いる。
【００７１】
回路基板３０上のＲＡＭには、予め特別な図柄の組み合わせが複数種記憶されており、Ｃ
ＰＵ５２では実際に表示される図柄の組み合わせと、この記憶された図柄の組み合わせと
を比較すると共に、比較の結果（一致か不一致か）を判定するようになっている。ここで
、ＣＰＵ５２において比較した結果が一致したと判定すると、所謂当たりの状態となり、
大入賞口２８が所定時間開放され、大量のパチンコ玉が遊戯者に供給されるようになって
いる。
【００７２】
このＣＰＵ５２での比較結果が一致し、所謂当たりの状態となる確率、すなわちパチンコ
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遊戯機１０における遊戯内容は、ＲＯＭ４２によって制御されるため、ＲＯＭ４２を不正
に取り替えることにより遊戯内容を変更することが可能である。従って、パチンコ遊戯機
１０が不正に使用されることを解消するためにもＲＯＭ４２の不正な取り替え（改造）を
防止しなければならない。
【００７３】
電動役物ユニット２２を制御するＲＯＭ４２等の電子部品が取り付けられた回路基板３０
は、その電子部品を他の導電部品等との接触や衝撃等から保護するため、回路基板ケース
３２によって被覆されている。この回路基板ケース３２は、本体ベース３２Ａと小カバー
６４が結合されている本体カバー３２Ｂによって構成されており、回路基板３０を本体カ
バー３２Ｂの開口端にビス止めした後に、本体ベース３２Ａのレール部３３に本体カバー
３２Ｂの案内部３５を収容し、スライドさせることにより、本体カバー３２Ｂと本体ベー
ス３２Ａとを、前記回路基板３０を挟んだ状態で重ね合わせている（装着位置）。
【００７４】
このような状態で製造工場から出荷され、図３に示されるようにパチンコ遊戯機１０の裏
面に取り付けられる。
【００７５】
しかし、回路基板３０は検査が必要とされている。従って、回路基板３０の検査を行う場
合には、本体カバー３２Ｂを本体ベース３２Ａに対して図３の左方向にスライドさせ、こ
れによって、本体カバー３２Ｂにビス止めによって取付けられている、回路基板３０を取
り外すことができる。なお、本体カバー３２Ｂは回路基板３０の裏面が本体ベース３２Ａ
に面するように装着されており、回路基板３０の裏面（パターン）の検査については、本
体カバー３２Ｂから本体ベース３２Ａを取り外すだけで、容易に行なうことができる。
【００７６】
回路基板３０の検査終了後には、本体カバー３２Ｂを本体ベース３２Ａに重ね合わせなけ
ればならす、このために本体カバー３２Ｂの案内部３５を本体ベース３２Ａのレール部３
３に収容し、スライドさせながら挿入する。
【００７７】
以下に、この本体カバー３２Ｂを繰り返し本体ベース３２Ａに対して着脱、すなわち、回
路基板３０の被覆解除位置と装着位置との間で移行するための手順を説明する。
【００７８】
まず、初期の段階、すなわち工場出荷段階では、回路基板３０がビス止めされた本体カバ
ー３２Ｂの案内部３５を本体ベース３２Ａのレール部３３に収容して重ね合わせる。
【００７９】
この状態では、第１の筒体ユニット１００と第２の筒体ユニット１２０とが対向し、４個
の円筒部材１０２の先端面が、抑えプレート１３６のリング状の突起部１３６Ａと緊密に
嵌まり合う。
【００８０】
次に、図７の左から１番目の円筒部材１０２に収容されているビス１１０をスクリュード
ライバ１０６（図１０参照）を使用してねじ込む。このねじ込みの際、スクリュードライ
バ１０６の先端がビス１１０のプラス溝１０８に到達する前に閉止蓋１１８に形成された
プラス型貫通孔１１６に収容する。この状態でスクリュードライバ１０６を回転させると
、閉止蓋１１８が破損し、この結果、スクリュードライバ１０６はビス１１０に到達する
ことができる。
【００８１】
すなわち、閉止蓋１１８を破損させないと、ビス１１０のねじ込みができないため、必ず
ねじ込み前と後とで異なる痕跡となり、目視による判別が可能となる。
【００８２】
ビス１１０をねじ込んでいくと、第２の筒体ユニット１２０の円孔１２４に螺合され、円
筒部材１０２とブロック１２２とが連結される。また、このねじ込み動作の際に、円孔１
２４の開口部に設けられた係合プレート１３０の切片１３４がねじ込み方向に弾性変形す
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る。さらに、締め付けが完了すると、ビス１１０に設けられたリング状の溝１１４に前記
切片１３４が入り込む。以上で固定が完了し、小カバー６４は開口窓部６０を閉塞した状
態で２ヵ所で固定される。
【００８３】
ここで、ビス１１０を取り外そうとしても、切片１３４がリング状の溝１１４に嵌まりこ
んでいるため、ビス１１０を円筒部材１０２方向へ戻すことができない。従って、一度固
定した部分は破壊しなければその固定状態を解除することができない。
【００８４】
このように強固に固定された本体カバー３２Ｂを本体ベース３２Ａと離脱させる場合は、
図９に示される如く、固定に使用した円筒部材１０２（すなわち、１回目であれば第１番
目の円筒部材１０２）に連結されている主連結片１０４と副連結片１０６とを切除する。
これにより、固定された円筒部材１０２は、本体カバー３２Ｂから分離され、本体カバー
３２Ｂは、取付け時と逆方向にスライドさせることにより、取り外すことができ、本体ベ
ース３２Ａから分離することができる。
【００８５】
検査収容後、再度本体カバー３２Ｂを装着位置に戻す場合には、図９の左から２番目の円
筒部材１０２を用いて固定する。その後、取り外す場合は、この２番目の円筒部材１０２
に連結している主連結片１０４及び副連結片１０６を切除する。
【００８６】
これを繰り返すことにより、３回の開放、４回の固定が可能となる。
【００８７】
なお、本実施の形態において回路基板ケース３２を構成している本体ベース３２Ａと本体
カバー３２Ｂをスライドさせながら着脱するようにしたが、この方法に限定されるもので
はなく、ヒンジ等を用いた他の手段を用いてもよい。
【００８８】
また、固定手段としては、ビス１１０のリング状の溝１１４と係合プレート１３０の切片
１３４との嵌合構造に限らず、例えば、リベット、又は接着といったように破損させなけ
れば係合が解除できないといった構造であれば良いことは言うまでもない。
【００８９】
また、本体カバー３２Ｂを本体ベース３２Ａから分離する場合に、円筒部材１０２に連結
されている主連結片１０４と副連結片１０６とを切断することにより行っているが、本発
明はこれに限るものではなく、例えば、第２の筒体ユニット１２０の連結片を切断して行
う構造にしても何ら問題はない。
【００９０】
【発明の効果】
以上説明した如く請求項１に記載の発明は、基板の不正な改造を防止すると共に、検査時
に開放される本体ベースと本体カバーとを複数回、緊密に閉塞することができるという優
れた効果を有する。
【００９１】
請求項２に記載の発明では、必要に応じて解除する部分を任意に選択でき、それぞれの解
除痕跡を残すことができる。
【００９２】
請求項３に記載の発明では、複数の固定手段の固定位置を近接配置したので、作業を行な
う上で効率がよい。
【００９３】
　請求項４に記載の発明では、回路基板を本体カバーに固定した状態で、本体ベースに装
着するようにしているため、本体カバーと本体ベースの装着を解除するのみで回路基板を
露出することができ、例えば回路基板の裏面（パターン面）の検査も容易に行うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本実施の形態に係るパチンコ遊戯機の正面図である。
【図２】本実施の形態に係るパチンコ遊戯機に適用される電動役物ユニットの表示部の拡
大図である。
【図３】本実施の形態に係るパチンコ遊戯機の裏面図である。
【図４】複数の電子部品が取り付けられた回路基板の概略図である。
【図５】本実施の形態に係る回路基板ケースの外観を示す斜視図である。
【図６】図５に示す向きと同方向から見た回路基板ケースの分解斜視図である。
【図７】本実施の形態に係る回路基板ケースを裏面側から見た外観斜視図である。
【図８】図７に示す向きと同方向から見た回路基板ケースの分解斜視図である。
【図９】本体カバーと小カバーとを固定する固定手段部分の拡大図である。
【図１０】本実施の形態に係る固定手段の固定手順を示す断面図である。
【図１１】本実施の形態に係る係合プレートの一部を示す平面図である。
【図１２】本体カバーと本体ベースとを対向させた状態を示す斜視図（被覆解除位置）で
ある。
【図１３】本体カバーを本体ベースに装着するときのスライド移動中を示す斜視図である
。
【符号の説明】
１０　　パチンコ遊戯機
３２　　回路基板ケース
３２Ａ　本体ベース
３２Ｂ　本体カバー
３３　　レール部
３５　　案内部
３９　　ブラケット
４２　　ＲＯＭ
６６　　第１のくし型切欠部
６８　　第２のくし型切欠部
７０　　薄肉プレート
７２　　長溝
７４　　突部
１００　　第１の筒体ユニット
１０２　　円筒部材
１１０　　ビス
１１４　　溝
１２０　　第２の筒体ユニット
１３０　　係合プレート
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